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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向に帯状に形成されたトラックをそれぞれ有し、読み取り対象のカードのおもて
面に形成される第１の磁気ストライプと前記カードの裏面に形成される第２の磁気ストラ
イプとに対する、前記第１の磁気ストライプに書き込まれた第１の磁気情報を読み取る第
１の磁気ヘッド及び前記第２の磁気ストライプに書き込まれた第２の磁気情報を読み取る
第２の磁気ヘッドと、
　前記第２の磁気ストライプと比較して保磁力の低い前記第１の磁気ストライプに対応す
る前記第１の磁気ヘッドに対して設けられ、前記トラックの長手方向と直交する幅方向に
前記第１の磁気ヘッドの読み取り位置をシフトする磁気ヘッドシフト部と、
　所定の位置に配置した前記第１の磁気ヘッドによる対象トラックの前記第１の磁気情報
の読み取りにおいて、前記第１の磁気情報が正常に読み取れなかったときは、前記磁気ヘ
ッドシフト部によって前記対象トラックの幅内で前記幅方向に前記読み取り位置をシフト
し、シフトした前記読み取り位置において前記第１の磁気ヘッドによる前記第１の磁気情
報の読み取りを再度行い、所定のリトライ回数と、前記対象トラックについて前記読み取
り位置をシフトして行った前記第１の磁気情報の読み取り回数とを比較し、前記読み取り
回数が、前記所定のリトライ回数に到達していないときは、前記読み取り位置をシフトし
て前記第１の磁気情報の読み取りを再度行い、前記所定のリトライ回数に到達していたと
きは、前記第１の磁気情報の読み取りを終了して前記第１の磁気情報の読み取りエラーと
する読み取り制御部と、
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　を有し、
　前記読み取り制御部は、１回目の読み取りでは、前記第１の磁気ヘッドを前記幅方向の
中央部の第１の位置に配置して前記第１の磁気情報の読み取りを行い、
　前記第１の位置で前記第１の磁気情報が正常に読み取れなかったときは、前記第１の磁
気ヘッドを前記幅方向の一方端にシフトした第２の位置で前記第１の磁気情報の読み取り
を行い、
　前記第２の位置で前記第１の磁気情報が正常に読み取れなかったときは、前記第１の磁
気ヘッドを前記幅方向の他方端にシフトした第３の位置で前記第１の磁気情報の読み取り
を行い、
　前記第１の磁気情報が正常に読み取れるか、または、前記対象トラックについて前記読
み取り位置をシフトして行った前記第１の磁気情報の読み取り回数が、前記所定のリトラ
イ回数に到達するまで、前記読み取り位置について、前記幅方向へのシフトを繰り返す、
　磁気情報読み取り装置。
【請求項２】
　前記磁気ヘッドシフト部は、前記幅方向に延在し、前記磁気ヘッドを保持するキャリッ
ジと歯合するスクリュー軸と、前記スクリュー軸を回転させる駆動プーリーと、を有し、
　前記読み取り制御部は、前記駆動プーリーを駆動して前記キャリッジを前記スクリュー
軸の延在方向に移動させ、前記磁気ヘッドを前記幅方向にシフトする、
　請求項１に記載の磁気情報読み取り装置。
【請求項３】
　コンピュータが、
　長手方向に帯状に形成されたトラックをそれぞれ有し、読み取り対象のカードのおもて
面に形成される第１の磁気ストライプと前記カードの裏面に形成される第２の磁気ストラ
イプとに対する、前記第１の磁気ストライプに書き込まれた第１の磁気情報を読み取る第
１の磁気ヘッド及び前記第２の磁気ストライプに書き込まれた第２の磁気情報を読み取る
第２の磁気ヘッドを所定の位置に配置し、
　前記第２の磁気ストライプと比較して保磁力の低い前記第１の磁気ストライプに対応す
る前記第１の磁気ヘッドに対して、前記所定の位置に配置した前記第１の磁気ヘッドによ
る対象トラックの前記第１の磁気情報の読み取りにおいて、前記第１の磁気情報が正常に
読み取れなかったときは、前記トラックの長手方向と直交する幅方向に前記第１の磁気ヘ
ッドの読み取り位置をシフトする磁気ヘッドシフト部によって前記対象トラックの幅内で
前記幅方向に前記読み取り位置をシフトし、
　シフトした前記読み取り位置において前記第１の磁気ヘッドによる前記第１の磁気情報
の読み取りを再度行い、所定のリトライ回数と、前記対象トラックについて前記読み取り
位置をシフトして行った前記第１の磁気情報の読み取り回数とを比較し、前記読み取り回
数が、前記所定のリトライ回数に到達していないときは、前記読み取り位置をシフトして
前記第１の磁気情報の読み取りを再度行い、前記所定のリトライ回数に到達していたとき
は、前記第１の磁気情報の読み取りを終了して前記第１の磁気情報の読み取りエラーとし
、
　１回目の読み取りでは、前記第１の磁気ヘッドを前記幅方向の中央部の第１の位置に配
置して前記第１の磁気情報の読み取りを行い、
　前記第１の位置で前記第１の磁気情報が正常に読み取れなかったときは、前記第１の磁
気ヘッドを前記幅方向の一方端にシフトした第２の位置で前記第１の磁気情報の読み取り
を行い、
　前記第２の位置で前記第１の磁気情報が正常に読み取れなかったときは、前記第１の磁
気ヘッドを前記幅方向の他方端にシフトした第３の位置で前記第１の磁気情報の読み取り
を行い、
　前記第１の磁気情報が正常に読み取れるか、または、前記対象トラックについて前記読
み取り位置をシフトして行った前記第１の磁気情報の読み取り回数が、前記所定のリトラ
イ回数に到達するまで、前記読み取り位置について、前記幅方向へのシフトを繰り返す、
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　磁気情報読み取り方法。
【請求項４】
　長手方向に帯状に形成されたトラックをそれぞれ有し、読み取り対象のカードのおもて
面に形成される第１の磁気ストライプと前記カードの裏面に形成される第２の磁気ストラ
イプとに対する、前記第１の磁気ストライプに書き込まれた第１の磁気情報を読み取る第
１の磁気ヘッド及び前記第２の磁気ストライプに書き込まれた第２の磁気情報を読み取る
第２の磁気ヘッドと、
　前記第２の磁気ストライプと比較して保磁力の低い前記第１の磁気ストライプに対応す
る前記第１の磁気ヘッドに対して設けられ、前記トラックの長手方向と直交する幅方向に
前記第１の磁気ヘッドの読み取り位置をシフトする磁気ヘッドシフト部と、
　所定の位置に配置した前記第１の磁気ヘッドによる対象トラックの前記第１の磁気情報
の読み取りにおいて、前記第１の磁気情報が正常に読み取れなかったときは、前記磁気ヘ
ッドシフト部によって前記対象トラックの幅内で前記幅方向に前記読み取り位置をシフト
し、シフトした前記読み取り位置において前記第１の磁気ヘッドによる前記第１の磁気情
報の読み取りを再度行い、所定のリトライ回数と、前記対象トラックについて前記読み取
り位置をシフトして行った前記第１の磁気情報の読み取り回数とを比較し、前記読み取り
回数が、前記所定のリトライ回数に到達していないときは、前記読み取り位置をシフトし
て前記第１の磁気情報の読み取りを再度行い、前記所定のリトライ回数に到達していたと
きは、前記第１の磁気情報の読み取りを終了して前記第１の磁気情報の読み取りエラーと
する読み取り制御部と、
　を有し、
　前記読み取り制御部は、１回目の読み取りでは、前記第１の磁気ヘッドを前記幅方向の
中央部の第１の位置に配置して前記第１の磁気情報の読み取りを行い、
　前記第１の位置で前記第１の磁気情報が正常に読み取れなかったときは、前記第１の磁
気ヘッドを前記幅方向の一方端にシフトした第２の位置で前記第１の磁気情報の読み取り
を行い、
　前記第２の位置で前記第１の磁気情報が正常に読み取れなかったときは、前記第１の磁
気ヘッドを前記幅方向の他方端にシフトした第３の位置で前記第１の磁気情報の読み取り
を行い、
　前記第１の磁気情報が正常に読み取れるか、または、前記対象トラックについて前記読
み取り位置をシフトして行った前記第１の磁気情報の読み取り回数が、前記所定のリトラ
イ回数に到達するまで、前記読み取り位置について、前記幅方向へのシフトを繰り返す、
　自動取引装置。
                                                                              
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　磁気情報読み取り装置及び磁気情報読み取り方法並びに自動取引装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、安価で便利な情報記録媒体として、磁気ストライプが様々な利用分野で用いられ
ている。例えば、金融機関等で取り扱われるキャッシュカード、クレジットカード、預金
通帳等の他、各種ポイントカードや会員や社員を識別するためのＩＤカード等がよく知ら
れている。
【０００３】
　また、このような磁気ストライプに書き込まれた磁気情報を読み取る磁気情報読み取り
装置も広く普及している。一例として、金融機関に設置された自動取引装置（以下、ＡＴ
Ｍ（Automated Teller Machine）と表記する）に搭載されている磁気情報読み取り装置に
よるキャッシュカード取引の例で動作を説明する。ＡＴＭでは、磁気情報読み取り装置の
磁気ヘッドと、ＡＴＭに取り込まれたキャッシュカードの磁気ストライプとを密着させ、
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キャッシュカードまたは磁気ヘッドを磁気ストライプの長手方向にスライドすることで磁
気情報が読み取られる。
【０００４】
　しかし、磁気ヘッドと磁気ストライプとが密着して磁気情報を読み取るという構造上、
キャッシュカードの磁気ストライプ部に磁気減衰や傷、汚れなどの媒体における要因で磁
気情報の読み取りができなくなるという事例が多数報告されている。このため、磁気スト
ライプに書き込まれた磁気情報の読み取り率の向上が課題となっていた。
【０００５】
　そこで、このような磁気ストライプを有する磁気カードの所定のデータトラックに加え
てもう１本のデータ保存トラックを設け、データ保存トラックに常に一回前のデータを保
存する磁気カードリーダ／ライタがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　また、通帳の磁気ストライプが読み取れなかった場合に、通帳を上下方向に若干搬送さ
せた後、再度磁気ストライプの読み取りを行う通帳取扱い装置がある（例えば、特許文献
２参照）。
【０００７】
　一方、近年では、複数のトラックを設けたマルチトラック形式の磁気ストライプが普及
してきている。このようなマルチトラックの任意のトラックの磁気データを正確に読み取
ることを目的とし、磁気ストライプの長手方向の長さより長い磁気ヘッドを設け、磁気ヘ
ッドを磁気ストライプの長手方向に直交する方向に移動させ、幅方向の任意の位置のトラ
ック情報を読み取る磁気情報の読み取り装置もある（例えば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平５－２７４８０４号公報
【特許文献２】特開２００２－３１２９０３号公報
【特許文献３】特開平９－２８２６２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、磁気カードの所定のデータトラックに加え、もう１本のデータ保存トラックを
設けるためには、磁気情報読み取り装置の変更に加えて、磁気ストライプの仕様を変更し
なければならない。したがって、広く普及している従来の仕様の磁気ストライプに適用で
きないという問題点がある。また、磁気ヘッドの位置を固定し、通帳を上下方向に搬送さ
せる場合には、通帳を搬送する機構に加え、上下方向にずらした状態で通帳を保持するた
めの空間を確保しなければならない。よって、装置の大型化は避けられないという問題点
がある。
【００１０】
　なお、磁気情報の読み取り率の向上のため、磁気ストライプの長手方向に長い磁気ヘッ
ドを設ける構成を適用する場合、装置が大型化するとともに、磁気ヘッドのコストが上が
るという問題点がある。
【００１１】
　１つの側面では、本願発明は、従来の仕様の磁気ストライプにも適用可能で、かつ、装
置を大型化することなく、磁気ストライプに記録された磁気情報の読み取り率を向上させ
ることが可能な磁気情報読み取り装置及び磁気情報読み取り方法並びに自動取引装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、以下に示すような磁気情報読み取り装置が提供される。磁
気情報読み取り装置は、第１の磁気ヘッド及び第２の磁気ヘッドと、磁気ヘッドシフト部
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と、読み取り制御部と、を有する。第１の磁気ヘッド及び第２の磁気ヘッドは、長手方向
に帯状に形成されたトラックをそれぞれ有し、読み取り対象のカードのおもて面に形成さ
れる第１の磁気ストライプとカードの裏面に形成される第２の磁気ストライプとに対して
、第１の磁気ストライプに書き込まれた第１の磁気情報を読み取り、第２の磁気ストライ
プに書き込まれた第２の磁気情報を読み取る。磁気ヘッドシフト部は、第２の磁気ストラ
イプと比較して保磁力の低い第１の磁気ストライプに対応する第１の磁気ヘッドに対して
設けられ、トラックの長手方向と直交する幅方向に第１の磁気ヘッドの読み取り位置をシ
フトする。読み取り制御部は、所定の位置に配置した第１の磁気ヘッドによる対象トラッ
クの第１の磁気情報の読み取りにおいて、第１の磁気情報が正常に読み取れなかったとき
は、磁気ヘッドシフト部によって対象トラックの幅内で幅方向に読み取り位置をシフトし
、シフトした読み取り位置において第１の磁気ヘッドによる第１の磁気情報の読み取りを
再度行い、所定のリトライ回数と、対象トラックについて読み取り位置をシフトして行っ
た第１の磁気情報の読み取り回数とを比較し、読み取り回数が、所定のリトライ回数に到
達していないときは、読み取り位置をシフトして第１の磁気情報の読み取りを再度行い、
所定のリトライ回数に到達していたときは、第１の磁気情報の読み取りを終了して第１の
磁気情報の読み取りエラーとする。さらに、読み取り制御部は、１回目の読み取りでは、
第１の磁気ヘッドを幅方向の中央部の第１の位置に配置して第１の磁気情報の読み取りを
行い、第１の位置で第１の磁気情報が正常に読み取れなかったときは、第１の磁気ヘッド
を幅方向の一方端にシフトした第２の位置で第１の磁気情報の読み取りを行い、第２の位
置で第１の磁気情報が正常に読み取れなかったときは、第１の磁気ヘッドを幅方向の他方
端にシフトした第３の位置で第１の磁気情報の読み取りを行い、第１の磁気情報が正常に
読み取れるか、または、対象トラックについて読み取り位置をシフトして行った第１の磁
気情報の読み取り回数が、所定のリトライ回数に到達するまで、読み取り位置について、
幅方向へのシフトを繰り返す。
【発明の効果】
【００１３】
　１態様によれば、第１の磁気ストライプに書き込まれた第１の磁気情報の読み取りがで
きなかったときは、第１の磁気ヘッドの読み取り位置を幅方向にシフトさせて再読み取り
を行う。これにより、第１の磁気ストライプに記録された第１の磁気情報の読み取り率を
向上させることができる。また、従来の仕様の磁気ストライプにも適用可能で、かつ、装
置を大型化することもない。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１の実施形態の磁気情報読み取り装置の構成の一例を示す図である。
【図２】第２の実施形態のＡＴＭを示す概略図である。
【図３】ＡＴＭの内部構成を示すブロック図である。
【図４】カード機構部の構成の一例を示した概略図である。
【図５】第１磁気ヘッド部の構成の一例を示した概略図である。
【図６】カード読み取り位置の一例を示した図である。
【図７】正常な識別カードと一部の磁気が減衰した識別カードとを示した図である。
【図８】カード読み取り処理の手順を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本実施の形態について図面を参照して説明する。
　［第１の実施形態］
　まず、第１の実施形態の磁気情報読み取り装置について図１を用いて説明する。図１は
、第１の実施形態の磁気情報読み取り装置の構成の一例を示す図である。
【００１６】
　図１に示す磁気情報読み取り装置１は、カード搬送部１１と、磁気ヘッド１２と、磁気
ヘッドシフト部１３と、読み取り制御部１４と、を有し、カード２の磁気ストライプ３に
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記録された磁気情報を読み取る。なお、図１では、カード２の平面を示したものをカード
２ａ、Ａ－Ａ’断面を示したものをカード２ｂとしている。
【００１７】
　ここで、カード２は、カード（平面）２ａに示したように、長手方向に沿って表面に読
み取り対象の磁気ストライプ３が形成されている。磁気ストライプ３には、磁気ストライ
プ３の長手方向に帯状の形状を有する少なくとも１つのトラックが形成されている。この
トラックには、磁気ストライプ３の長手方向に沿って磁気情報が直列に記録されている。
したがって、トラックの長手方向の位置が同じであれば、トラックの幅方向のどの位置で
も同じ値を読み取ることができる。なお、磁気ストライプ３及びそのトラックの幅方向は
、磁気ストライプ３の長手方向に直交する方向である。
【００１８】
　次に、磁気情報読み取り装置１の各部について説明する。
　カード搬送部１１は、磁気情報読み取り装置１内に取り込んだカード２を磁気ストライ
プ３の長手方向に搬送する。図１に示したカード（断面）２ｂは、カード（平面）２ａの
Ａ－Ａ’断面であり、磁気ストライプ３の長手方向は、図１の奥行方向になる。したがっ
て、カード搬送部１１は、カード２を図１の手前から奥行き方向あるいは奥から手前方向
に搬送する。
【００１９】
　磁気ヘッド１２は、読み取り制御部１４にしたがって、磁気ストライプ３を読み取り対
象とし、磁気ストライプ３の読み取り対象のトラックに密着し、このトラックに書き込ま
れている磁気情報を読み取る。
【００２０】
　磁気ヘッドシフト部１３は、読み取り制御部１４にしたがって、磁気ヘッド１２の位置
を磁気ストライプ３の幅方向にシフトさせる。
　読み取り制御部１４は、カード搬送部１１、磁気ヘッド１２及び磁気ヘッドシフト部１
３を制御し、磁気ストライプ３の読み取り対象のトラックの磁気情報を読み出し、読み取
りデータとして出力する。磁気情報が正常に読み取れなかったときは、磁気ヘッドシフト
部１３を動作させ、磁気ヘッド１２を読み取り対象のトラックの幅内で幅方向にシフトさ
せる。上記のように、トラックの長手方向の位置が同じであれば、トラックの幅内のどの
位置でも同じ値を読み取ることができるので、シフトした位置で再度読み取り処理を行う
。読み取り処理は、正常に読み取りが終了するか、読み取りのリトライ回数が予め決めら
れた最大リトライ回数に達するまで行う。読み取りのリトライ回数が最大リトライ回数に
到達しても磁気情報を正常に読み取れなかったときは、カード２の読み取りエラーとし、
読み取り処理を終了する。
【００２１】
　このような構成の磁気情報読み取り装置１の読み取り処理について説明する。磁気情報
読み取り装置１は、対象のカード２が磁気情報読み取り装置１内に挿入されたことを検出
し、読み取り処理を開始する。
【００２２】
　読み取り制御部１４による読み取り処理では、まず、磁気ヘッドシフト部１３を動作さ
せ、磁気ヘッド１２を読み取り対象トラックの幅方向の予め決められた位置に配置する。
例えば、磁気ストライプ３の読み取り対象のトラックの幅方向の中央部の位置等である。
磁気ヘッド１２を位置決めした後、カード搬送部１１を動作させてカード２を磁気ストラ
イプ３の長手方向に搬送するとともに、磁気ヘッド１２を磁気ストライプ３に密着させて
読み取り対象のトラックの磁気情報を読み取らせる。対象トラックの磁気情報を正常に読
み取れなかったときは、磁気ヘッドシフト部１３を動作させ、磁気ヘッド１２を対象トラ
ックの幅内で幅方向にシフトさせる。そして、再度カード２を磁気ストライプ３の長手方
向に搬送し、磁気ヘッド１２がシフトした位置で磁気情報を読み取る。再び磁気情報が正
常に読み取れなかったときは、磁気ヘッドシフト部１３を動作させ、磁気ヘッド１２を対
象トラックの幅内を幅方向にシフトさせる。このとき、前回までの読み取り位置とは別の
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位置に磁気ヘッド１２をシフトさせる。そして、シフトした位置で再度読み取りを行う。
磁気情報読み取りのリトライ処理は、磁気情報が正常に読み取れるか、予め決められたリ
トライ回数に達したときに終了する。
【００２３】
　このように、第１の実施形態の磁気情報読み取り装置１では、磁気ストライプ３の読み
取り対象のトラックから磁気情報が読み出せないときは、このトラックの幅内で磁気ヘッ
ド１２をシフトさせ、再度読み取りを行う。上記のように、磁気ストライプ３のトラック
には、トラックの長手方向に沿って磁気情報が直列に記録されており、長手方向の位置が
同じであれば幅方向のどの位置であっても同じ値が読み取れる。したがって、磁気ストラ
イプ３の磁気減衰、傷、汚れ等が生じている部分が一部であれば、同じトラックの幅方向
に磁気情報を正しく読み取れる領域がある場合が多い。そこで、磁気ヘッド１２の位置を
幅方向にシフトして磁気情報を読み取ることにより、磁気情報の読み取りが成功する確率
を高くすることができる。また、新たにトラックを形成するような仕様変更を伴わず、読
み取り率を向上させることができる。さらに、磁気ヘッド１２をシフトさせるため、カー
ド２の位置をシフトさせる場合と比較し、装置の大型化を抑制することができる。
【００２４】
　なお、第１の実施形態では、磁気ストライプ３は、カードに形成されているとしたが、
本発明はこれに限定されない。面上に磁気ストライプ３を設けることができる物体であれ
ばよく、例えば、通帳でもよい。また、第１の実施形態では、磁気ヘッド１２の奥行方向
を固定し、カード搬送部１１によってカード２を奥行き方向に搬送して磁気ストライプ３
の情報を読み取るとしたが、カード２の位置を固定し、磁気ヘッド１２を奥行き方向に移
動させるようにしてもよい。
【００２５】
　［第２の実施形態］
　次に、第２の実施形態として、磁気情報読み取り装置をＡＴＭに適用した場合について
説明する。図２は、第２の実施形態のＡＴＭを示す概略図である。
【００２６】
　ＡＴＭ１０は、利用者が操作する操作画面を構成するタッチパネル（利用者操作部）２
０と、キャッシュカード等の識別カードを受け付けるカード読み取り部３０と、通帳（総
合口座通帳、定期預金通帳）を受け付ける通帳読み取り部４０と、紙幣を入出金する紙幣
入出金部５０と、硬貨を入出金する硬貨入出金部６０とを有している。
【００２７】
　ＡＴＭ１０は、利用者が通帳を通帳読み取り部４０に挿入し、識別カードをカード読み
取り部３０に挿入した後に、利用者がタッチパネル２０を操作して現金預け入れ、現金引
き出し、振り込み等の取引処理を行うとともに、通帳にその取引履歴を印字することがで
きる機能を備えている。なお、通帳記入を除く取引は、通帳を挿入しなくてもよい。第２
の実施形態では、カード読み取り部３０の識別カードの磁気ストライプの読み取りに、本
願発明の磁気情報読み取り装置を適用する。
【００２８】
　図３は、ＡＴＭの内部構成を示すブロック図である。
　図３に示すＡＴＭ１０は、顧客操作・表示制御部２１と、ＣＲＷ（Card Reader Writer
）制御部３１と、通帳制御部４１と、紙幣入出金制御部５１と、硬貨入出金制御部６１と
、音声案内ガイダンス部７１と、回線接続制御部８１と、制御部９１とを有している。
【００２９】
　制御部９１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等で構成され、記憶部（図示せず
）に格納されているプログラムや、各種データに応じてＡＴＭ１０の各部を制御する。
　顧客操作・表示制御部２１は、タッチパネル２０を介して利用者からの取引指示を受け
取って制御部９１に通知するとともに、制御部９１からの指示にしたがってタッチパネル
２０の表示部に取引画面を表示する制御を行う。
【００３０】
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　ＣＲＷ制御部３１は、カード読み取り部３０を制御し、制御部９１にしたがって、識別
カードの磁気ストライプに記録された情報を読み出すとともに、必要に応じて書き込みを
行う。また、取引終了時に、取引の明細票を識別カードと一緒に排出するとしてもよい。
このようなＣＲＷ制御部３１は、ＣＲＷ搬送制御部３１ａと、ＣＲＷ磁気Ｒ／Ｗ（Read/W
rite）制御部３１ｂと、ＣＲＷイメージ制御部３１ｃと、ＣＲＷ　ＩＣＲ／Ｗ制御部３１
ｄと、ＣＲＷセンサ監視部３１ｅと、を有する。ＣＲＷ搬送制御部３１ａは、カード読み
取り部３０のカード挿入口から挿入された識別カードを装置内に取り込むとともに、取引
終了時には識別カードを装置外に排出する。また、磁気ストライプの読み取り時、識別カ
ードを識別カードの長手方向に搬送する制御を行う。ＣＲＷ磁気Ｒ／Ｗ制御部３１ｂは、
識別カードの磁気ストライプに書き込まれた磁気情報の読み取りと、磁気ストライプへの
磁気情報の書き込みとを制御する。ＣＲＷイメージ制御部３１ｃは、識別カードのイメー
ジ読み取りを制御する。ＣＲＷ　ＩＣＲ／Ｗ制御部３１ｄは、識別カードのＩＣに記憶さ
れた情報の読み出しと、ＩＣへの情報の書き込みを制御する。ＣＲＷセンサ監視部３１ｅ
は、センサによって識別カードの位置を検出し、その位置情報の監視を行う。
【００３１】
　通帳制御部４１は、通帳読み取り部４０を制御し、制御部９１にしたがって、挿入され
た通帳を装置内に搬送し、通帳の磁気ストライプに記録された情報の読み込みを行う。ま
た、制御部９１の指示にしたがって通帳に取引記録を印字する。
【００３２】
　紙幣入出金制御部５１は、紙幣入出金部５０を制御し、制御部９１にしたがって紙幣の
入出金を行う。出金指示では紙幣入出金部５０に紙幣をセットし、入金指示では、紙幣入
出金部５０に利用者が投入した紙幣を装置内に取り込む。
【００３３】
　硬貨入出金制御部６１は、硬貨入出金部６０を制御し、制御部９１にしたがって硬貨の
入出金を行う。出金指示では硬貨入出金部６０に硬貨をセットし、入金指示では硬貨入出
金部６０に利用者が投入した硬貨を装置内に取り込む。
【００３４】
　音声案内ガイダンス部７１は、制御部９１の指示にしたがって利用者に対して音声によ
る取引案内を行う。
　回線接続制御部８１は、通信路を介してホスト計算機（図示せず）に接続している。そ
して、制御部９１の指示によってホスト計算機との間で取引情報を交換する。
【００３５】
　このような各部の制御により、ＡＴＭ１０における取引処理が行われる。
　次に、ＡＴＭ１０に用いられる識別カードについて説明する。ＡＴＭ１０に用いられる
識別カードは、ＪＩＳ（Japanese Industrial Standard；日本工業規格）によって、磁気
ストライプの貼り付け面、サイズ、貼り付け位置等が詳細に規定されている。また、この
ような識別カードには、ＩＳＯ（International Organization for Standardization；国
際標準化機構）仕様に準拠するタイプ１と、従来から銀行間で統一仕様として用いられて
きたタイプ２とが規定されている。以下、タイプ１のＩＳＯ仕様に準拠する磁気ストライ
プを磁気ストライプ（ＩＳＯ）と表記し、タイプ２の磁気ストライプを磁気ストライプ（
ＪＩＳ２）と表記する。ＪＩＳ規格では、識別カードのおもて面に磁気ストライプ（ＪＩ
Ｓ２）を設け、裏面に磁気ストライプ（ＩＳＯ）を設けることが規定されている。また、
識別カードのおもて面には、エンボス文字と、ＩＣチップを設けることもできる。エンボ
ス文字はＣＲＷイメージ制御部３１ｃによって、イメージが読み取られる。ＩＣチップは
ＣＲＷ　ＩＣＲ／Ｗ制御部３１ｄによって、ＩＣチップの情報読み出しと、書き込みが行
われる。
【００３６】
　ここで、２つの異なるタイプの磁気ストライプについて説明する。タイプ１の磁気スト
ライプ（ＩＳＯ）は、複数のトラックを備える高保磁力磁気ストライプで、耐消去性が高
い。このため、磁気ストライプの磁気の減衰といった問題が起こりにくい。これに対し、
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タイプ２の磁気ストライプ（ＪＩＳ２）は、１つのトラックから成り、磁気ストライプ（
ＩＳＯ）と比較して低保磁力であって耐消去性が低い。このため、磁気ストライプの磁気
の減衰といった問題が生じやすい。しかしながら、タイプ２の磁気ストライプ（ＪＩＳ２
）は、国内金融機関等ですでに多く発行されており、このような状況に鑑み、磁気ストラ
イプ（ＪＩＳ２）の読み取り率向上が強く望まれている。
【００３７】
　なお、ＡＴＭ１０に挿入される識別カードには、タイプ２の磁気ストライプ（ＪＩＳ２
）のみを搭載したものや、タイプ１の磁気ストライプ（ＩＳＯ）のみを搭載したもの、両
方の磁気ストライプを搭載したもの等がある。このため、ＡＴＭ１０は、すべてのタイプ
の識別カードに対応するように構成されている。
【００３８】
　次に、このような２種類の磁気ストライプを有する識別カードに対応するカード読み取
り部３０が備えるカード機構部について、図４を用いて説明する。図４は、カード機構部
の構成の一例を示した概略図である。
【００３９】
　図４に示したカード機構部３００は、識別カード２００が搬送されるカード搬送路３１
０と、識別カード２００を搬送するカード搬送ローラ３２１、３２２と、識別カード２０
０のおもて面の磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１を読み取る第１磁気ヘッド部（ＪＩＳ
２用）３３０と、裏面の磁気ストライプ（ＩＳＯ用）を読み取る第２磁気ヘッド（ＩＳＯ
用）３４０と、を有し、識別カード２００が備える磁気ストライプに記録される磁気情報
の読み出し機能と書き込み機能を実現する。なお、図４に示した識別カード２００の面は
おもて面であり、タイプ２の磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１が形成されている。図示
しない裏面には、タイプ１の磁気ストライプ（ＩＳＯ）が形成されているとする。
【００４０】
　このような識別カード２００に対応するため、カード機構部３００は、タイプ２の磁気
ストライプ（ＪＩＳ２）２０１に対応する第１磁気ヘッド部（ＪＩＳ２用）３３０と、タ
イプ１の磁気ストライプ（ＩＳＯ）に対応する第２磁気ヘッド（ＩＳＯ用）３４０とを有
する。なお、図４では、わかりやすいように第１磁気ヘッド部（ＪＩＳ２用）３３０をカ
ード搬送路３１０から離した状態で示したが、実装時の第１磁気ヘッド部（ＪＩＳ２用）
３３０は、磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１に対向する位置に配置される。すなわち、
第１磁気ヘッド部（ＪＩＳ２用）３３０の磁気ヘッドと、第２磁気ヘッド（ＩＳＯ用）３
４０とは、識別カード２００を挟んで対向する。
【００４１】
　カード機構部３００の各部について説明する。
　カード搬送路３１０は、カード読み取り部３０の挿入口から利用者が挿入した識別カー
ド２００を搬送する搬送路である。識別カード２００は、識別カード２００の長手方向を
進行方向とし、カード搬送路３１０に沿ってカード機構部３００内を搬送される。なお、
図４の例では、識別カード２００は、カード搬送路３１０を搬送されるとき、おもて面が
上側を向き、磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１が、第１磁気ヘッド部（ＪＩＳ２用）３
３０に対向する。同時に、裏面の磁気ストライプ（ＩＳＯ）が、第２磁気ヘッド（ＩＳＯ
用）３４０に対向する。
【００４２】
　カード搬送ローラ３２１、３２２は、ＣＲＷ搬送制御部３１ａにしたがって識別カード
２００を挟持しながらカード搬送路３１０内を搬送する。ＣＲＷ搬送制御部３１ａは、第
１磁気ヘッド部（ＪＩＳ２用）３３０及び第２磁気ヘッド（ＩＳＯ用）３４０による磁気
ストライプの磁気データ読み出しの際には、カード搬送ローラ３２１、３２２を制御し、
ＣＲＷ磁気Ｒ／Ｗ制御部３１ｂの指示に応じて一定の速度で識別カード２００を搬送する
。これにより、磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１と、図示しない磁気ストライプ（ＩＳ
Ｏ）とは、一定の速度で第１磁気ヘッド部（ＪＩＳ２用）３３０と、第２磁気ヘッド（Ｉ
ＳＯ用）３４０とが配置される位置を通過する。
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【００４３】
　第１磁気ヘッド部（ＪＩＳ２用）３３０は、ＣＲＷ磁気Ｒ／Ｗ制御部３１ｂにしたがっ
て、第１磁気ヘッド部（ＪＩＳ２用）３３０の磁気ヘッドが、磁気ストライプ（ＪＩＳ２
）２０１に書き込まれている磁気データを読み出す。磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１
は、ＣＲＷ搬送制御部３１ａが制御するカード搬送ローラ３２１、３２２によって一定の
速度で第１磁気ヘッド部（ＪＩＳ２用）３３０が配置される位置を通過する。第１磁気ヘ
ッド部（ＪＩＳ２用）３３０は、通過する磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１に記録され
ている磁気データを順次読み取る。磁気データが正常に読み取れなかったときは、第１磁
気ヘッド部（ＪＩＳ２用）３３０の磁気ヘッドの位置を磁気ストライプ（ＪＩＳ２用）２
０１の幅方向にシフトして再度読み取りを行うリトライ処理を実行する。リトライ処理は
、磁気データが正常に読み取れるか、リトライ回数が予め決められた最大リトライ回数に
到達するまで行われる。磁気ストライプ（ＪＩＳ２用）２０１は、その幅方向では同じ値
を読み取ることができるので、幅方向に磁気ヘッドをシフトして読み取りを行うことによ
り、読み取り率を向上させることができる。
【００４４】
　第２磁気ヘッド（ＩＳＯ用）３４０は、ＣＲＷ磁気Ｒ／Ｗ制御部３１ｂにしたがって、
第２磁気ヘッド（ＩＳＯ用）３４０が、磁気ストライプ（ＩＳＯ）に書き込まれている磁
気データを読み出す。読み取りは、第１磁気ヘッド部（ＪＩＳ２用）３３０による磁気ス
トライプ（ＪＩＳ２）２０１の読み取りと同時に行われてもよい。磁気ストライプ（ＩＳ
Ｏ）は、ＣＲＷ搬送制御部３１ａが制御するカード搬送ローラ３２１、３２２によって一
定の速度で第２磁気ヘッド（ＩＳＯ用）３４０が配置される位置を通過する。第２磁気ヘ
ッド（ＩＳＯ用）３４０は、通過する磁気ストライプ（ＩＳＯ）に記録されている磁気デ
ータを順次読み取る。第２磁気ヘッド（ＩＳＯ用）３４０の位置は固定であり、読み取り
が正常に行われなかったときは、第２磁気ヘッド（ＩＳＯ用）３４０は同じ位置で、読み
取りをリトライする。なお、上記のように、磁気ストライプ（ＩＳＯ）は、高保磁力の磁
気ストライプであり、耐消去性が高く、磁気の減衰が起こりにくい。また、ＩＳＯでは、
磁気ストライプを幅方向に分割した複数のトラックを有することが定義されており、１つ
のトラックの幅が磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１に比べて狭い。このため、第２磁気
ヘッド（ＩＳＯ用）３４０の幅方向の位置をシフトさせて再読み取りを行っても、第１磁
気ヘッド部（ＪＩＳ２用）３３０と比較し、読み取り率の向上への寄与は低い。
                                                                              
【００４５】
　次に、第１磁気ヘッド部（ＪＩＳ２用）３３０について、図５を用いて説明する。図５
は、第１磁気ヘッド部の構成の一例を示した概略図である。
　図５に示した第１磁気ヘッド部（ＪＩＳ２用）３３０は、第１磁気ヘッド（ＪＩＳ２用
）３３１と、スクリュー軸３３２及び駆動プーリー３３３を備える磁気ヘッドシフト部と
、を有する。
【００４６】
　第１磁気ヘッド（ＪＩＳ２用）３３１は、磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１の幅方向
に移動するキャリッジによって保持されている。そして、磁気ヘッドシフト部によって磁
気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１の幅方向にシフトし、磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０
１の磁気データの読み取りを行う。シフトする範囲は、磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０
１の幅方向の上端２０１ａに対向する位置と、下端２０１ｂに対向する位置との間になる
。
【００４７】
　磁気ヘッドシフト部は、キャリッジと歯合するスクリュー軸３３２と、スクリュー軸３
３２を回転駆動する駆動プーリー３３３とを有する。スクリュー軸３３２は、カード搬送
路３１０上を搬送される識別カード２００の幅方向に延在し、第１磁気ヘッド（ＪＩＳ２
用）３３１を保持するキャリッジと歯合するらせん状の溝（スクリュー）を有する。駆動
プーリー３３３は、スクリュー軸３３２の一端に設けられ、図示しない駆動回路からの駆
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動信号を受けて回転し、スクリュー軸３３２を回転させる。
【００４８】
　このような構成の第１磁気ヘッド部（ＪＩＳ２用）３３０では、ＣＲＷ磁気Ｒ／Ｗ制御
部３１ｂにしたがって駆動プーリー３３３が駆動され、スクリュー軸３３２が回転する。
これにより、スクリュー軸３３２と歯合するキャリッジが、スクリュー軸３３２上を移動
する。これに応じて、キャリッジが保持する第１磁気ヘッド（ＪＩＳ２用）３３１は、キ
ャリッジと同様にスクリュー軸３３２上を移動する。図５に示したように、ヘッド移動方
向は、磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１の幅方向であり、カード搬送方向と直交する。
【００４９】
　ＣＲＷ磁気Ｒ／Ｗ制御部３１ｂは、第１磁気ヘッド（ＪＩＳ２用）３３１を通常の読み
取り位置、例えば、磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１の幅方向の中央部に配置し、識別
カード２００を識別カード２００の長手方向に搬送して磁気データを読み取る。正常に読
み取れたときは、読み取れた磁気データを出力する。正常に読み取れなかったときは、磁
気ヘッドシフト部を駆動し、第１磁気ヘッド（ＪＩＳ２用）３３１の位置を、例えば、幅
方向の中央部から幅方向の一方端側にシフトし、再度磁気データの読み取りを行う。
【００５０】
　磁気データが正常に読み取れなったときの第１磁気ヘッド（ＪＩＳ２用）３３１のシフ
ト位置は、磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１の読み取り処理を開始してからまだ読み取
りを行っていない幅方向の位置であればよい。しかしながら、磁気の一部減衰や、ゴミの
付着、傷などはある範囲内で発生している場合が多く、シフト前の位置とシフト後の位置
との間隔が狭いと、シフト後の位置も磁気の一部減衰などの範囲であることがある。この
場合、再度読み取りを行っても、正常に読み取ることができない。そこで、ある程度離れ
た位置にシフトさせて再読み取りを行うことが望ましい。
【００５１】
　例えば、磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１の幅方向の中央部を中心として、一方端側
と、他方端側に交互に第１磁気ヘッド（ＪＩＳ２用）３３１をシフトさせて、読み取りを
リトライすることが考えられる。一例を挙げると、図５に示した磁気ストライプ（ＪＩＳ
２）２０１の一方端を上端２０１ａとし、他方端を下端２０１ｂとして、最初に磁気スト
ライプ（ＪＩＳ２）２０１の幅方向の中央部に第１磁気ヘッド（ＪＩＳ２用）３３１を配
置し、読み取りを行うとする。中央部で読み取れなかったときは、中央部から上端２０１
ａ側に第１磁気ヘッド（ＪＩＳ２用）３３１の位置をシフトし、シフトした位置で読み取
りを行う。上端２０１ａ側において磁気データが正常に読み取れなかったときは、中央部
より下端２０１ｂ側に第１磁気ヘッド（ＪＩＳ２用）３３１の位置をシフトし、再度磁気
データの読み取りを行う。予め決められた最大リトライ回数に到達するまで第１磁気ヘッ
ド（ＪＩＳ２用）３３１の位置をシフトさせて、磁気データの読み取りを行う。
【００５２】
　このように第１磁気ヘッド（ＪＩＳ２用）３３１の位置を幅方向にシフトすることによ
って、さらに読み取り率を向上できる。
　このような構成のカード機構部３００を制御してＣＲＷ制御部３１が行うカード読み取
り処理について図６を用いて説明する。図６は、カード読み取り位置の一例を示した図で
ある。図６の例では、２回のリトライを行うとしている。
【００５３】
　ＣＲＷ制御部３１は、カード機構部３００に取り込まれた識別カード２００をカード搬
送ローラ３２１、３２２によって挟持し、カード搬送路３１０に沿って識別カード２００
の長手方向に搬送する。このとき、識別カード２００は、一定の速度で搬送される。識別
カード２００のおもて面の磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１に記録された磁気データは
、識別カード２００が第１磁気ヘッド部（ＪＩＳ２用）３３０の第１磁気ヘッド（ＪＩＳ
２用）３３１を通過する際に読み取られる。同時に、識別カード２００の裏面の磁気スト
ライプ（ＩＳＯ）に記録された磁気データは、識別カード２００が第２磁気ヘッド（ＩＳ
Ｏ用）３４０を通過する際に読み取られる。
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【００５４】
　このとき、第１磁気ヘッド（ＪＩＳ２用）３３１を、図６に示した１回目読み取り位置
２１１に対向する位置に配置して磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１の磁気データを読み
取る。これにより、１回目読み取り位置２１１に対応する斜線で示した領域において磁気
データが読み取られる。１回目読み取り位置２１１において正常に読み取りができなかっ
たときは、ＣＲＷ制御部３１は磁気ヘッドシフト部の駆動プーリー３３３を駆動し、第１
磁気ヘッド（ＪＩＳ２用）３３１の位置を磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１の幅方向に
シフトする。図６に示した２回目読み取り位置２１２では、１回目読み取り位置２１１よ
り上端側に第１磁気ヘッド（ＪＩＳ２用）３３１をシフトし、読み取りを行う。これによ
り、２回目読み取り位置２１２に対応する斜線で示した領域において磁気データが読み取
られる。２回目読み取り位置２１２において正常に読み取りができなかったときは、ＣＲ
Ｗ制御部３１は磁気ヘッドシフト部の駆動プーリー３３３を駆動し、第１磁気ヘッド（Ｊ
ＩＳ２用）３３１の位置を磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１の幅方向にシフトする。図
６に示した３回目読み取り位置２１３では、１回目読み取り位置２１１より下端側に第１
磁気ヘッド（ＪＩＳ２用）３３１をシフトし、読み取りを行う。
【００５５】
　図６に示した例では、磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１の磁気データが、幅方向の中
央部（１回目読み取り位置２１１）において正常に読み取れなかったときは、中央部の上
側（２回目読み取り位置２１２）、中央部の下側（３回目読み取り位置２１３）と、幅方
向に位置を変えてリトライを行う。なお、図６に示した例では、３回目読み取り位置２１
３において正常に読み取りができず、リトライ回数が最大リトライ回数に到達していない
ときは、再度、中央部の上側に第１磁気ヘッド（ＪＩＳ２用）３３１をシフトさせる。
【００５６】
　このように、第１磁気ヘッド（ＪＩＳ２用）３３１の位置をシフトして読み取りをリト
ライすることにより、磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１の一部の磁気が減衰した場合で
あっても、磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１の磁気データを読み出すことができる。
【００５７】
　読み取り動作について、一例を挙げて説明する。図７は、正常な識別カードと一部の磁
気が減衰した識別カードとを示した図である。図７では、磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２
２１、２３１内の長手方向に直交する線によって囲まれた領域が１つの磁気データの領域
を表しているとする。隣接する磁気データの領域との間の線が消えている箇所が磁気の減
衰部２３２であり、磁気データが正しく読み取れない領域であるとする。
【００５８】
　図７の（１）に示した磁気減衰が生じていない識別カード（正常）２２０では、磁気ス
トライプ（ＪＩＳ２）２２１の磁気データは正常であり、磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２
２１の幅方向のいずれの場所を読み取り位置としても磁気データを読み取ることができる
。したがって、幅方向の中央部である１回目読み取り位置２１１に第１磁気ヘッド（ＪＩ
Ｓ２用）３３１を配置して読み取りを行ったとき、正常に読み取りを終了することができ
る。
【００５９】
　一方、図７の（２）に示した一部に磁気が減衰した識別カード（磁気減衰）２３０では
、中央部から上部にかけて一部の磁気が減衰した磁気の減衰部２３２がある。したがって
、１回目読み取り位置２１１における読み取りと、２回目読み取り位置２１２における読
み取りでは、磁気データを正しく読み取ることができない。しかし、３回目読み取り位置
２１３における読み取りでは、磁気データを正しく読み取ることができる。
【００６０】
　このように、磁気ストライプの読み取り位置をシフトさせて磁気データの読み取りをリ
トライすることにより、読み取り率を向上させることが可能となる。また、磁気ヘッドを
シフトさせる構成であるため、おもて面と裏面とに磁気ストライプが形成されている場合
であっても、読み取り位置をシフトしてのリトライ読み取りを実行する磁気ヘッドのみに
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磁気ヘッドシフト部を備える構成とすればよい。このため、カード搬送路の幅を広げるこ
となく、一方だけに磁気ヘッドシフト部を設ければよいため、装置の大型化やコスト上昇
を抑えることができる。
【００６１】
　なお、上記の説明では、読み取り位置を中央部、上、下とシフトさせるとしたが、シフ
トする位置及びシフト順は任意に設定することができる。また、リトライ回数も任意に設
定することができる。
【００６２】
　次に、ＣＲＷ制御部３１によるカード読み取り処理について図８を用いて説明する。図
８は、カード読み取り処理の手順を示したフローチャートである。なお、図８に示すカー
ド読み取り処理は、磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１の読み取り処理を示している。な
お、磁気ストライプ（ＩＳＯ）については、従来と同様に、位置が固定の第２磁気ヘッド
（ＩＳＯ用）３４０によって読み取りを行うとする。
【００６３】
　識別カード２００がＡＴＭ１０に挿入されたことを検知し、ＣＲＷ制御部３１がカード
読み取り処理を開始する。以下の読み取り処理は、ＣＲＷ制御部３１にしたがって、ＣＲ
Ｗ搬送制御部３１ａとＣＲＷ磁気Ｒ／Ｗ制御部３１ｂとが行う。
【００６４】
　［ステップＳ０１］　１回目の磁気データ読み取りを行う。１回目の磁気データ読み取
りは、第１磁気ヘッド（ＪＩＳ２用）３３１が通常位置に配置された状態で行われる。こ
こでは、通常位置を、磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１が形成される領域の幅方向の中
央部とする。第１磁気ヘッド（ＪＩＳ２用）３３１が磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１
の幅方向の中央に位置した状態で、カード搬送ローラ３２１、３２２によって識別カード
２００が磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１の長手方向に搬送される。第１磁気ヘッド（
ＪＩＳ２用）３３１は、磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１に密着し、通過する磁気スト
ライプ（ＪＩＳ２）２０１に記録される磁気データを順次読み取る。
【００６５】
　［ステップＳ０２］　第１磁気ヘッド（ＪＩＳ２用）３３１による磁気データの読み取
りは正常であったか否かを判定する。磁気データの読み取りが正常に終了したときは、処
理をステップＳ０３に進め、磁気データの読み取りが正常に終了しなかったときは、処理
をステップＳ０４に進める。
【００６６】
　［ステップＳ０３］　磁気データの読み取りが正常に終了したときは、カード読み取り
正常とし、処理を終了する。
　［ステップＳ０４］　磁気データの読み取りが正常に終了しなかったときは、第１磁気
ヘッド（ＪＩＳ２用）３３１による読み取り位置を変更する。磁気ヘッドシフト部を動作
させて、これまでの読み取り処理で読み取りを行っていない位置に第１磁気ヘッド（ＪＩ
Ｓ２用）３３１を移動させる。
【００６７】
　［ステップＳ０５］　第１磁気ヘッド（ＪＩＳ２用）３３１がステップＳ０４で決定し
た位置に配置された状態で、カード搬送ローラ３２１、３２２によって識別カード２００
が磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１の長手方向に搬送される。第１磁気ヘッド（ＪＩＳ
２用）３３１は、磁気ストライプ（ＪＩＳ２）２０１に密着し、通過する磁気ストライプ
（ＪＩＳ２）２０１に記録される磁気データを順次読み取る。
【００６８】
　［ステップＳ０６］　第１磁気ヘッド（ＪＩＳ２用）３３１によって磁気データの読み
取りが正常であったか否かを判定する。磁気データが正常に読み取れたときは、処理をス
テップＳ０３に進め、磁気データが正常に読み取れなかったときは、処理をステップＳ０
７に進める。
【００６９】
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　［ステップＳ０７］　磁気データが正常に読み取れなかったＮＧ回数を１増加し、予め
決められたリトライ回数の上限値ｎと比較してＮＧ回数がｎ回未満であるかどうか判定す
る。ｎ回未満であれば、処理をステップＳ０４に進め、ｎ回に達していれば処理をステッ
プＳ０８に進める。
【００７０】
　［ステップＳ０８］　磁気データの読み取りに失敗した回数が規定値（ｎ回）に達した
ので、カード読み取りエラーとして処理を終了する。
　このような手順が実行されることにより、磁気ストライプの磁気データが、予め決めら
れた通常位置で正常に読み取れなかったときは、磁気ストライプの幅方向に磁気ヘッドを
シフトさせリトライが行われる。これにより、磁気ストライプの一部に磁気減衰、傷、汚
れ等が生じていた場合であっても、磁気データの読み取りが成功する確率を高くすること
ができる。この結果、磁気ストライプに記録された磁気データの読み取り率を上げ、利用
者の利便性を向上することができる。
【００７１】
　なお、上記の処理機能は、コンピュータによって実現することができる。その場合、印
字装置が有すべき機能の処理内容を記述したプログラムが提供される。そのプログラムを
コンピュータで実行することにより、上記処理機能がコンピュータ上で実現される。処理
内容を記述したプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録しておくこ
とができる。コンピュータで読み取り可能な記録媒体としては、磁気記憶装置、光ディス
ク、光磁気記録媒体、半導体メモリなどがある。磁気記憶装置には、ハードディスク装置
（ＨＤＤ；Hard Disk Drive）、フレキシブルディスク（ＦＤ）、磁気テープなどがある
。光ディスクには、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）、ＤＶＤ－ＲＡＭ（Random Acces
s Memory）、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc Read Only Memory）、ＣＤ－Ｒ（Recordable
）／ＲＷ（ReWritable）などがある。光磁気記録媒体には、ＭＯ（Magneto-Optical disk
）などがある。
【００７２】
　プログラムを流通させる場合には、たとえば、そのプログラムが記録されたＤＶＤ、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭなどの可搬型記録媒体が販売される。また、プログラムをサーバコンピュータ
の記憶装置に格納しておき、ネットワークを介して、サーバコンピュータから他のコンピ
ュータにそのプログラムを転送することもできる。
【００７３】
　プログラムを実行するコンピュータは、たとえば、可搬型記録媒体に記録されたプログ
ラムもしくはサーバコンピュータから転送されたプログラムを、自己の記憶装置に格納す
る。そして、コンピュータは、自己の記憶装置からプログラムを読み取り、プログラムに
したがった処理を実行する。なお、コンピュータは、可搬型記録媒体から直接プログラム
を読み取り、そのプログラムにしたがった処理を実行することもできる。また、コンピュ
ータは、ネットワークを介して接続されたサーバコンピュータからプログラムが転送され
るごとに、逐次、受け取ったプログラムにしたがった処理を実行することもできる。
【００７４】
　また、上記の処理機能の少なくとも一部を、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）、Ａ
ＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）、ＰＬＤ（Programmable Logic De
vice）などの電子回路で実現することもできる。
【符号の説明】
【００７５】
　１　磁気情報読み取り装置
　２　カード
　２ａ　カード（平面）
　２ｂ　カード（断面）
　３　磁気ストライプ
　１０　ＡＴＭ
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　１１　カード搬送部
　１２　磁気ヘッド
　１３　磁気ヘッドシフト部
　１４　読み取り制御部
　２０　タッチパネル
　２１　顧客操作・表示制御部
　３０　カード読み取り部
　３１　ＣＲＷ制御部
　３１ａ　ＣＲＷ搬送制御部
　３１ｂ　ＣＲＷ磁気Ｒ／Ｗ制御部
　３１ｃ　ＣＲＷイメージ制御部
　３１ｄ　ＣＲＷ　ＩＣＲ／Ｗ制御部
　３１ｅ　ＣＲＷセンサ監視部
　４０　通帳読み取り部
　４１　通帳制御部
　５０　紙幣入出金部
　５１　紙幣入出金制御部
　６０　硬貨入出金部
　６１　硬貨入出金制御部
　７１　音声案内ガイダンス部
　８１　回線接続制御部
　９１　制御部
　２００　識別カード
　２０１　磁気ストライプ（ＪＩＳ２）
　２０１ａ　上端
　２０１ｂ　下端
　２１１　１回目読み取り位置
　２１２　２回目読み取り位置
　２１３　３回目読み取り位置
　２２０　識別カード（正常）
　２２１　磁気ストライプ（ＪＩＳ２）
　２３０　識別カード（磁気減衰）
　２３１　磁気ストライプ（ＪＩＳ２）
　２３２　減衰部
　３００　カード機構部
　３１０　カード搬送路
　３２１、３２２　カード搬送ローラ
　３３０　第１磁気ヘッド部（ＪＩＳ２用）
　３３１　第１磁気ヘッド（ＪＩＳ２用）
　３３２　スクリュー軸
　３３３　駆動プーリー
　３４０　第２磁気ヘッド（ＩＳＯ用）
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